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・「２１世紀は水の世紀」 

１９９５年、当時世界銀行の副総裁であったイスマル・セラゲルディン氏

は「２０世紀の戦争が石油をめぐって戦われたとすれば、２１世紀は水をめ

ぐる争いの世紀になるだろう」と予測したという。その発言から１０年を経

た現在、世界の水問題は深刻化し、２１世紀は「水の世紀」という言葉が、

水不足・水汚染・水紛争などを包括する概念として、しばしば使われるよう

になってきている。（(財)日本ダム協会ホームページ「ダム便覧」より引用） 

 

・吉野川総合開発（事業） 

吉野川総合開発（事業）は、早明浦ダムを中核とした施設の整備により、

洪水調節、各種既得用水の安定取水、新規用水の供給（四国四県）を行うと

ともに発電を行う、ほぼ現在の姿を造り上げた計画（事業）です。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早明浦ダムを中核とした吉野川総合開発事業による施設 

※当事業に関連して、吉野川北岸用水が農林水産大臣により施工されている。 
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早明浦ダムを中核とする吉野川総合開発による開発量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※富郷ダムによる開発量は含まない。 

 

①早明浦ダム：吉野川総合開発計画の中核をなすもので、洪水調節、各種既

得用水の安定取水、新規用水の供給（四国四県）を行うとともに、ダムか

らの放流量を利用して発電を行う多目的ダムです。 

②池田ダム：吉野川総合開発計画の要として、洪水調節、早明浦ダムからの

放流量を再調整する低水流量の調節、吉野川北岸用水ならびに香川用水に

必要な取水位の確保を行う。あわせてダムからの放流量を利用して発電を

行う多目的ダムです。 

③新宮ダム：吉野川水系における治水事業の一環としての洪水調節と、吉野

川総合開発計画の関連事業である愛媛分水および、分水量を活用して発電

を行う多目的ダムです。 

④高知分水：吉野川総合開発計画の一環として、吉野川水系瀬戸川および同

水系地蔵寺支川平石川の流水を鏡川に分水し、鏡ダムの運用と相まって都

市用水を確保するとともに、分水量を活用して発電を行うものです。 

⑤旧吉野川河口堰・今切川河口堰：旧吉野川・今切川に整備した河口堰によ

り、洪水の疎通機能を確保し、塩水遡上防止による流水の正常な機能を維

持するとともに、水道用水及び工業用水の安定した取水を可能にしました。 

この両河口堰は、南海地震により被災、また老朽化した旧吉野川・今切川

両潮止樋門を撤去し、総合開発計画により新設したものです。 

⑥香川用水：池田ダム上流に設けた取水工より取水し、阿讃山脈を貫く導水
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トンネルにより香川県に導き、別に国が行った国営香川用水農業水利事業

等と相まって、讃岐平野の農地に対し必要なかんがい用水の補給を行うと

ともに、香川県の水道用水及び工業用水の供給を行っています。 

香川用水水路約 106km のうち、上流部の農業用水・水道用水・工業用水が

共用する共用区間延長約 47km を総合開発計画により建設しました。 

⑦〔関連事業〕吉野川北岸用水：吉野川北岸地区の農業用水の取水の安定化

を図るため、池田ダム直上流部に取水口を設置し、旧池田町～板野町の間

に導水管約 70km を整備し、総合開発以前の既得用水と新規開発用水をあ

わせて供給します。 

 

・四国地方開発促進法 

・四国地方開発審議会 

吉野川の水利用形態は、従来、吉野川下流沿川における農業用水利用のみ

でしたが、戦後のエネルギー需要の増大をきっかけとし、主として発電を目

的とした局所的な分水が行われるようになりました。 

昭和 25 年の国土総合開発法の制定をきっかけに、四国総合開発計画の検討

が始まりました。しかし、吉野川水系の総合的な開発の必要性は認識されて

いたものの、四県の立場の違い等から調整は難航しました。 

  ・S25 国土総合開発法 

  ・S26 四国地方総合開発審議会設立 

その後、高度成長期における生活様式・産業構造の飛躍的な変化に伴い、

四国の後進性打破のためにも、より総合的・広域的な水利用(分水)を実現す

る機運が高まりました。昭和 35 年には四国地方開発促進法が制定され、また

同年、同法に基づく四国地方開発審議会が設立されるにおよび、計画樹立の

方向に拍車がかかることになりました。 

  ・S35 四国地方開発促進法 

  ・S35 四国地方開発審議会設立 

  ・S37 吉野川総合開発部会設立 

  ・S41 第 4 回吉野川総合開発部会（計画「案」取りまとまる） 

 

・都市用水 

水道用水、生活用水および工業用水などの都市生活に必要な水をあわせて

都市用水と呼びます。 

 

・築堤（ちくてい） 

堤防を築き整備することです。 
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治水 
容量 

・営農形態の変化 

稲作期の前倒し、農地の減少（休耕田の拡大）、需要や気候変動による耕作

物の転換、機械化等の高度化による影響、兼業化による農水需要の休日への

集中、等、水資源開発施設の計画時点と現在では営農形態が大きく変貌して

いるため、それに伴い、農水需要量、取水パターンも変化していると考えら

ます。 

 

・堤防整備率 

堤防整備率は、堤防整備が必要な区間延長に占める、（完成堤防＋暫定堤防）

の延長の割合で表しています。 

なお、堤防は、以下の３種類に区分して管理しています。 

”完成堤防（定規断面堤防）”：想定される最大の河川流量を安全に流下

させるために必要な堤防断面（定規断面）に対し、所定の位

置（計画法線上）に定規断面で完成している堤防のことです。 

”暫定堤防”：堤防高は計画高水位以上であるが、定規断面より断面が不

足している堤防のことです。 

”暫々定堤防”：堤防が必要な区間のうち、完成堤防（定規断面堤防）お

よび暫定堤防以外の堤防のことです。 

なお、堤防の整備により、いままで川からあふれていた水が、あふれない

で下流に流れることから、下流のピーク流量が増大します。このため、堤防

の整備にあたっては、上流の堤防整備によるピークの増大を考慮した計画で、

下流から上流に向けて整備を進めていくのがふつうです。吉野川のように下

流から上流まで長い区間の堤防整備には、用地買収など、長い時間と費用が

必要になります。 

 

・洪水調節容量  

ダムで洪水調節のために一時的に洪水流量を貯める際に使われる容量のこ

とです。治水容量（ちすいようりょう）も同義です。 
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・不特定用水 

ダム建設以前から利用されていた用水（既得用水）と、河川維持用水をあ

わせた用水の呼称です。通常新規用水よりも優先的に確保されます。 

 

・発電専用容量 

発電事業者が、需要の変動に応じた発電を行うために設けられた、発電の

ために使うことのできる容量で、利水容量とは別枠で取り扱われます。 

 

・砂防事業 

土石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂災害から地域の安全を確保するため

に実施する施設整備等の事業のことです。 

 

・水源地域対策基金 

ダムに因る水没等で移転等の不利益を被る水源地域住民の生活再建支援に

よる生活安定・福祉向上や、移転に伴い過疎等の問題が発生する地域・地方

自治体に対する計画的な産業基盤整備等による地域の活性化を図る事を目的

に 1973 年（昭和 48 年）に施行された「水源地域対策特別措置法（すいげん

ちいきたいさくとくべつそちほう）：水特法（みずとくほう）」があります。 

「水源地域対策基金制度」は 1976 年（昭和 51 年）に、水特法に関する補

助制度として設立されたものであり、水源地域・下流受益地の各地方自治体

や各利水者等が拠出し、水没者の代替地取得における利子補給や生活相談員

の設置、生活道路整備、上下流地域交流事業等を行う為の財政整備事業です。 

 

・用水間の水融通 

厳しい渇水時に、市民生活への影響を最小限にするため、農水・上水・工

水の用途間で節水率を調整し、通常、農水・工水の一部を上水に融通して節

水率を高める一方、上水の節水率を緩和する配分調整しました。 

平成 6 年、17 年および 20 年渇水時等には、香川県が、香川用水取水制限

率50％以強の厳しい制限時にこのような用途間の水融通を実施した経緯があ

ります。 

なお、渇水時の水融通は、水利権は動きませんが、一方、“転用”はある水

利使用の全部又は一部を他の目的の水利使用とすることをいい、水利権の一

時的な調整が行われます。 

 

・調整池 

近年の慢性的な渇水状態の緩和対策や大地震などの不測の事態に対処する

ために、香川用水の一部を調整池に貯留し、渇水時の補給又は緊急時に活用
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する施設として香川県と独立行政法人水資源機構が三豊市（山本町・財田町）

に建設し、平成 21 年度より運用している貯水量約 300 万 m3の貯留施設のこ

とです。 

 

・内水対策 

洪水時に本川の水位が支川の水位より高くなると、本川の水が逆流するの

を防ぐために樋門等のゲートを閉めます。このため支川の流水は本川に排水

出来なくなり、堤内（住居）側で氾濫が生じる場合があります。このような

現象を内水氾濫といいます。 

この内水氾濫による浸水被害を軽減する対策が内水対策であり、内水河川

堤防の整備、内水河川合流点の下流側への移設、内水を本川に排除するポン

プの整備等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・渇水対策容量 

計画で想定している以上の大渇水（異常渇水）に備えて、通常の利水容量

とは別に、異常渇水時においても市民生活を維持するため最小限必要な水を

供給出来るよう、あらかじめ蓄えておく容量です。緊急水備蓄容量とも呼ば

れていました。香川県において建設している椛川ダムには、上水対応の渇水

対策容量が確保されます。 

 

・有効な水利用や再配分 

（再配分） 

近年の社会経済情勢の変化等によって、地域の水利用に対する実態が当初

と異なってきている場合には、関係者の相互の理解と合意を得た上で、用途

間をまたがった水の転用が行われています。全国の一級水系では 1965 年度か

ら 2006 年度までの間に農業用水や工業用水から水道用水等の他用途に転用

しています。これによって毎秒約 59m3/s（約五十立方メートル）の水道用水

の供給が可能になりました。 

 

内水氾濫の様子 
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（有効な水利用） 

既存施設を有効に活用することにより、これまでに開発してきた水を有効

に利用できる可能性があります。 

統合管理：同一の流域内で複数のダムが運用されている場合に、これらの

ダム群の貯留水を総合的に管理調整し、最も効果的な用水の補給を行いま

す。 

ダムの再開発：ダムの嵩上げや堆積土砂の除去等による貯水池容量の増大

や、取水・放流設備の新設等によるダムの運用の変更改善により、ダムの

治水・利水機能を増大します。 

ダム群連携事業：複数ダムを水路で連絡し、無効放流されているダムの水

量を他のダムに貯留することにより、既設ダムの容量を有効利用します。 

ダム群再編事業：治水機能が高いダムと利水機能が高いダムの貯水池容量

を効率的に再配分することにより、洪水調節効果や河川環境改善効果を高

めます。 

 

・ハザードマップ  

洪水時に浸水被害などの発生が予想される危険区域・避難場所等を示した

地図のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・吉野川水系水利用連絡協議会（水連協：すいれんきょう） 

吉野川の渇水時に水の有効利用の調整、協議を行う会です。組織のメンバ

ーは、利水者の代表である四国４県のほか、農林水産省、経済産業省、電気

事業者および国土交通省、水資源機構で構成されています。 
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渇水が生じる恐れがある場合、または節水運用の強化などが必要な場合、

国土交通省がダムの状況と今後の見通し等を説明し、関係機関で節水率など

を協議します。 

 

・影井堰 

愛媛県への分水により減水区間となる新宮ダム下流に対し、富郷ダム関連

で新宮ダム直下流に設置された影井堰から吉野川合流点までの銅山川の河川

環境の保全を図るために整備された施設です。 

現在の運用は、影井堰に貯留された流水から、毎分約 2.5m3 を放流すると

ともに、上流新宮ダムから河川環境の保全を図るための放流がある場合は、

影井堰の容量とあわせて毎分約 10m3を放流しています。 

新宮ダム下流減水区間の河川環境の向上を望む地域からの要望を受け、富

郷ダムの運用開始と同時（平成 13 年 4 月）に運用を開始しました。 

 

・ダムの弾力的な運用 

ダムの特別な運用方法で、洪水調節機能のあるダムについて、洪水調節に

支障を生じない範囲で、通常空にしておくべき洪水調節容量の一部に貯水し、

これを適切に放流することによってダム下流の河川環境の保全・改善を図る

ものです。 

 

・河川管理者  

河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮等による

災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなり

ません。この管理について権限を持ち、その義務を負う者が河川管理者です。

なお、一級河川は国土交通大臣（一部は都道府県に権限委任）、二級河川は都

道府県知事、準用河川については市町村長が管理することに、河川法で定め

られています。 

 

・ポータルサイト 

インターネットの入り口となるＷｅｂサイトのことです。検索エンジンや

リンク集を核として、ニュースや株価などの情報提供サービス、ブラウザか

ら利用できるＷｅｂメールサービス、電子掲示板、チャットなど、ユーザが

インターネットで必要とする機能を提供して利用者数の増加を図っています。 

なお、中間とりまとめの中では、四国の水に関する情報の入り口に特化し

たＷｅｂサイトの意味で用いています。 
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